
第97回病院事務管理者
ネクスト研修会

令和7年度に代わるもの
入院時食事療養費、医療DX推進体制整備加算
育児介護休業法の改定 など

認定登録医業経営コンサルタント・施設基準管理士

病院事務管理者ネクスト研修会代表 沼田周一

R7.3.25 16時～
WEB
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厚生労働省HPより（R7）

R7.4.1から

総額 670円→690円

患者負担 490円→510円
保険給付 180円変わらず

入院時食事療養費
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厚生労働省HPより（R7）

●患者負担

・一般所得者

（現行）490円→（2025年4月1日から）510円（＋20円）

・住民税非課税世帯であって70歳以上の所得が一定の基準以下（前年の公的年金収入

が80 万円以下など）

（現行）110円→（2025年4月1日から）110円（据え置き）

・それ以外の住民税非課税世帯

（現行）230円→（2025年4月1日から）240円（＋10円）
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厚生労働省HPより（R7.3）

安田病院給食材料費
の伸び

沼田まとめ（R7.3）



農林水産省HPより（R7.3）

青森市 3,678 山形市 3,750 旭川市 3,750

秋田市 3,642 福島市 3,681 新潟市 4,059

盛岡市 3,474 郡山市 3,809 岡山市 4,172

仙台市 3,775 東京都区部 4,239 千葉市 4,278

米５Kgの市場価格（都市別） R7.2月農林水産省資料より 沼田まとめ（R7.3）



給食部門は赤字体質化していないか。
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H23.10 H24.10 H25.10 H26.10 H27.10 H28.10 H29.10 H30.10

病院50床未満 2,245 2,303 2,311 2,439 2,392 2,480 2,596 2,604

病院50床から99床 1,878 1,892 1,914 2,002 2,047 2,081 2,057 2,110

病院100床から149床 1,721 1,706 1,691 1,758 1,806 1,860 1,869 1,936

病院150床以上 1,576 1,596 1,630 1,706 1,752 1,815 1,865 1,905

精神科病院 1,212 1,211 1,219 1,268 1,282 1,302 1,329 1,346

2006年（H18年）に、入院時食事療養費が「１日当たり」から「１食当たり」の算定
方法が変わり、適時適温の「特別管理加算（200円）」が廃止されました。

「入院時食事療養費」が1994年度の改定以降、26年間も据え置き状況が続いて
います。直営・委託を問わず厳しい現状があります。

委託費（契約単価：税込）の推移 （日本メディカル給食協会加盟会社データ） 単位：円

赤字：1,920円より委託費が上回っている

収入 給与費 材料費 消耗品 委託費 設備費 光熱費 その他 合計 収支差

精神科病院
委託 2,028 104 172 9 1,280 14 202 2 1,783 245

直営 1,974 746 641 26 8 213 188 2 1,824 150

一般病院
委託 1,793 292 231 12 1,349 76 530 6 2,496 ▲703

直営 1,769 1,102 655 35 19 82 611 9 2,513 ▲744

平成29年度厚労省実態調査

（安田病院 沼田周一）
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沼田まとめ（R7.3）

電子処方箋の発行 経過措置（R7.3.31）
電子カルテ情報共有サービス 経過措置（R7.9.30）
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医療DX推進体制整備加算 主な施設基準
① 診察室等において、マイナ保険証で閲覧又は活用できる体制（R6.6から）
② マイナ保険証の利用勧奨の掲示（R6.6から）
③ マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。（R6.10から）
④ 電子処方箋を発行する体制を有していること。（R7.4から）
⑤ 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。（R7.10から）

② マイナ保険証の利用勧奨の掲示（R6.6から）

R6.2 厚生労働省「マイナ保険証の利用促進について」



「医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準」  赤字が変更

１ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第１条に規定する電
子情報処理組織の使用による請求が実施されている

２ 健康保険法第３条第13 項に規定する電子資格確認（以下オンライン資格確認）を
行う体制が整備されている

３ オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等を
診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、医師等が閲覧又は活用できる体
制が整備されている

４ 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により処方箋を発
行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制が整備されてい
る。  

５ 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用す
る体制が整備されている 

６ 医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を
取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
している

７ 医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等についてのウェブサイト
への掲載を行っている

８ 前年（令和６年１月１日から同年12月31日まで）の延外来患者数のうち６歳未満の
患者割合が３割以上である

沼田まとめ（R7.3）

施設基準について
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沼田まとめ（R7.3）
医療DX推進整備加算（R7.4.1～）

「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制」を求める
イ 医療DX推進体制整備加算１ 12点

マイナ保険証利用率 2025年4～9月：45％以上
ロ 医療DX推進体制整備加算２ 11点

マイナ保険証利用率 2025年4～9月：30％以上
ハ 医療DX推進体制整備加算３ 10点

マイナ保険証利用率 2025年4～9月：15％以上

「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制」を求めない
ニ 医療DX推進体制整備加算４ 10点

マイナ保険証利用率 2025年4～9月：45％以上
ホ 医療DX推進体制整備加算５ ９点

マイナ保険証利用率 2025年4～9月：30％以上
ヘ 医療DX推進体制整備加算６ ８点

マイナ保険証利用率 2025年4～9月：15％以上

算定について
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沼田まとめ（R7.3）

令和６年度宮城県電子処方箋の活用・普及促進事業について

対応病院数 全病院数 比率 対応病院数 全病院数 比率

青森県 2 89 2.2% 北海道 17 532 3.2%

岩手県 21 91 23.1% 新潟県 2 119 1.7%

宮城県 9 135 6.7% 千葉県 10 288 3.5%

秋田県 5 64 7.8% 岡山県 9 159 5.7%

山形県 5 66 7.6%

福島県 4 122 3.3%
全国平均 3.9％

電子処方箋の対応状況 R7.3.16現在（厚労省HPより）
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WEBサイトに掲載が必要な事項(R7.5.31経過措置）
沼田まとめ（R7.3）

情報通信機器を用いた診療

夜間・早朝等加算

機能強化加算

外来感染対策向上加算

医療情報取得加算

医療ＤＸ推進体制整備加算

時間外対応加算

明細書発行体制等加算

地域包括診療加算

認知症地域包括診療加算

病院の入院基本料の基準

療養病棟入院基本料の注12に規定する
夜間看護加算

総合入院体制加算

急性期充実体制加算

精神科充実体制加算

医師事務作業補助体制加算

放射線治療病室管理加算

緩和ケア診療加算

有床診療所緩和ケア診療加算

栄養サポートチーム加算

医療安全対策加算

感染対策向上加算

患者サポート体制充実加算

ハイリスク分娩等管理加算

地域連携分娩管理加算

術後疼痛管理チーム加算

後発医薬品使用体制加算

バイオ後続品使用体制加算

病棟薬剤業務実施加算1

入退院支援加算1

精神科入退院支援加算

地域医療体制確保加算

協力対象施設入所者入院加算

地域包括医療病棟入院料の注7に規定
する看護職員夜間配置加算

回復期リハビリテーション病棟入院料

特定機能病院リハビリテーション病棟
入院料

がん性疼痛緩和指導管理料

外来緩和ケア管理料

一般名処方加算

精神科訪問看護・指導料の注17に規定
する訪問看護医療ＤＸ情報活用加算

処置の休日加算１、時間外加算１及び
深夜加算１

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

緊急整復固定加算及び緊急挿入加算

経皮的冠動脈形成術

経皮的冠動脈ステント留置術

手術通則第５号及び第６号

地域支援体制加算

後発医薬品調剤体制加算

医療ＤＸ推進体制整備加算

医療情報取得加算

特別料金の支払を受けることによる食
事の提供

施設基準に院内掲示（WEB）規定があるもの
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WEBサイトに掲載が必要な主な事項（例）(R7.5.31経過措置）

●個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬

の算定項目の判る明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無
い方についても、明細書を無料で発行しております。 明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査
の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方
への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、料金計算窓口にてその旨お申し出ください。

●医療DX推進体制整備加算について
当院では、医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しております。
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を診察室で閲覧または活用して診療をできる

体制を実施しています。
・マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます
・電子処方箋を発行する体制を有していること。

●情報通信機器を用いた診療について
当院では情報通信機器を用いた診療を行うにつき、以下の体制を整備しております。
１ 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、厚生労働省「オン

ライン診療の適切な実施に関する指針」（以下「オンライン指針」という。）に該当しており、事
後的に確認が可能な場所で実施します。

２ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる
体制を有しています。

３ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険
医療機関と連携して対応いたします。

４ 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。

沼田まとめ（R7.3）
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WEBサイトに掲載が必要な主な事項（例）(R7.5.31経過措置）

●医療情報取得加算について
当院では情報通信機器を用いた診療を行うにつき、以下の体制を整備しております。

１ 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っています。
２ オンライン資格確認を行う体制を有しています。
３ 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して

診療を行っています。

●後発医薬品の使用促進について
  当院では厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいます。後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分な情報提供・安定供給等、当院
の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。後発品の供給不足等が発生した場
合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を当院では整備しております。なお、状況に
よっては、患者さんへ投与する医薬品が変更となる可能性があります。変更にあたって、ご不明な点
やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。ご理解ご協力をお願いいたします。

●一般名処方に関するお知らせ
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにし

た一般名処方を行う場合があります。特定の医薬品が不足した場合であっても、一般名処方により必
要な医薬品が提供しやすくなります。また、患者さまが一般名処方の処方せんから長期収載品へ変更
を希望した場合は「選定療養」の対象となり患者さまの特別負担が発生します。
【対象となる医薬品】

後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品（準先発品を含む）
後発医薬品の置換率が50％以上となった長期収載品（準先発品を含む）

【自己負担額】 後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※ 医療上の必要性により医師が一般名処方（後発医薬品への変更不可）をした場合や、後発医薬

品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養費の対象外です。
詳細については、厚生労働省のHPでご確認下さい。

沼田まとめ（R7.3）



ベースアップ評価料の定時報告（6月・9月）
沼田まとめ（R7.3）

賃金改善計画書（6月）
賃金改善実績報告書（9月）
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育児介護休業法等の改定
厚生労働省HPより
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厚生労働省HPより
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厚生労働省HPより



厚生労働省HPより
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厚生労働省HPより
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厚生労働省HPより
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厚生労働省HPより
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厚生労働省HPより



高年齢者雇用安定法の経過措置終了（2025年3月31日まで）
65歳までの雇用確保の完全適用
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厚生労働省HPより

1. 定年を65歳まで引き上げる（定年の延長）
2. 65歳までの継続雇用制度を導入する（再雇用制度など）
3. 定年を廃止する

戸籍にフリガナが記載されます（2025年5月26日）

住民票に記載されている「フリガナ」の記載してものが届く。
住民票（保険証）に記載されている「フリガナ」情報が何らかの事
情で変更されることもありうる。



ご清聴ありがとうございました。

●ネクスト研修会の予定
4月22日（火）18時から
ハイブリッド研修
会場はエル・ソーラ仙台

27


	第97回病院事務管理者�ネクスト研修会
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27

